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改
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（
司
法
警
察
員
の
処
置
）

（
司
法
警
察
員
の
処
置
）

第
百
三
十
条

司
法
警
察
員
は
、
被
疑
者
を
逮
捕
し
、
又
は
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
を

第
百
三
十
条

［
同
上
］

受
け
取
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
者
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
処
置
を
と
つ
た
後

、
被
疑
者
の
留
置
の
要
否
又
は
釈
放
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の

指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
号
に
掲
げ
る
処
置
を
と
る
に
当
た
つ
て
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
弁

［
号
を
加
え
る
。
］

護
士
会
を
指
定
し
て
弁
護
人
の
選
任
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
そ
の

申
出
先
を
教
示
す
る
こ
と
。

四

［
略
］

三

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

３

司
法
警
察
員
は
、
刑
訴
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
以
外
の

事
件
に
つ
い
て
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
処
置
を
と
る
に
当
た
つ
て
は
、
被
疑
者

に
対
し
、
刑
訴
法
第
二
百
九
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
刑
訴
法
第
七
十
八
条
第

一
項
の
申
出
が
で
き
る
旨
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

４

［
同
上
］

４

［
略
］

５

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


